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福島市農林業振興基金事業選考委員会設置要綱 
（目 的） 

第 1 条 この要綱は、福島市農林業振興基金の単独事業・国県等補助対象事業・包括的交

付金事業提案事業に係る事業を審査し、実施事業を決定するため福島市農林業振興基金事

業選考委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（組 織） 

第２条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、農政部次長の職をある者をもって充て、副委員長は、農業委員会事務局長

の職にある者をもって充てる。 

３ 委員は、農業企画課長、農業振興課長、農林整備課長、市場管理課長をもって充てる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第３条 委員長は、選考委員会を総括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（審 査） 

第４条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が召集し、委員長が会議の議長となる。 

１ 農林業振興基金事業提案書に基づき提出された単独事業・国県等補助対象事業・包括

的交付金事業の書類について、次の項目を審査・確認する。 

  ・目的性、有効性【目的・目標の妥当性】 

  ・効率性【事業実施計画の妥当性】 

  ・実現性【事業実施体制の妥当性】 

  ・事業実施効果性【事業実施効果の妥当性】 

  ・発展性【事業発展の妥当性】 

 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

４ その他詳細の審査事項は別表１に定める。 

 

（庶 務） 

第５条 委員会の庶務は、農政部農業企画課において行う。 

 

（補 則） 

第６条 この要領に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。 

 

附  則 

１ この要領は、令和６年２月１日から施行する。 
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別表１ 

農林業振興基金選考委員会の単独事業・国県等補助対象事業・包括的交付金事業 

の提案審査について 

 

１ 提案の審査 

農業委員会区域協議会より提出のありました提案事業については 、福島市農林業振興 

基金事業選考委員会において審査し、提案事業を決定する。 

 

（１） 審査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①）配点基準 

   ・十分認められる    ５点 

・概ね認められる    ３点 

・一部認められる    １点 

・認められない     ０点 

 ②）審査基準 

  ・審査委員の採点を合計し、審査委員数で除したものを評価点とする。 

  ・評価点に農業委員会区域協議会による優先順位付けで決定した評価点を 

加点する。 

・評価点の採択基準のボーダーラインは、上記加点分を含め１８ 点とする。 

・審査項目のうち１人でも「０：認められない」がある場合は、その意見を聴取し、 

必要に応じて、事業に係る条件を付すこととする。 

・提案者との間に利害関係が認められる委員がいた場合は、審査委員長と福島市 

（農業企画課）で協議の上、その委員は当該提案の採点は行わないものとする。 

 

 


